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緊急事態宣言発出に伴う４月２６日以降の本校の対応について 

 

 日頃より、本校の教育活動に御理解、御協力を賜り感謝申し上げます。 

 今般、４月２３日（金）に発出された国からの緊急事態宣言を受け、令和３年４月２３日付３

教総総第２７９号「緊急事態宣言下における都立学校の対応について（依頼）」により、都教育委

員会から通知がありました。 

緊急事態措置として東京の人流を確実に抑えることを目的に、都民に対する日中も含めた不要

不急の外出自粛や移動自粛等が要請される中、都立学校においては、新型コロナウイルス感染症

の変異株による割合が急速に増加していることを踏まえ、これまで以上の危機感を持って、感染

症対策を一層徹底することが求められています。 

つきましては、本通知に基づき、本校の対応を下記のとおりとしますので、確認の上、感染症

対策の更なる徹底をお願いします。 

なお、生徒の皆さんはもちろん各家庭においても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

への御協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 緊急事態宣言下の本校の教育活動について 

(1) 登校について 

ア 緊急事態宣言が解除される日まで、公共交通機関が混雑する時間帯をより一層避けられ

るよう引き続き時差通学とし、始業は午前８時５０分、終業時刻は午後３時とする。 

イ 人流を抑制するため、別紙１「緊急事態宣言発出に伴う登校について」のとおり分散登

校を実施する。原則として、２箇学年の登校とし、１箇学年は自宅学習とする。 

なお、４月３０日（金）、５月６日（木）、５月７日（金）については、人流を徹底的に抑

制するとの方針に基づき、全学年自宅学習とする。 

(2) 学習活動について 

自宅学習日について、始業時刻は午前８時５０分、終業時刻は午後３時とし、オンライン

等を活用した教育活動を実施する。 

ア 始業及び終業時のＳＨＲは、Teams等を用いオンラインを活用して出席等の確認を行う。 

イ 自宅学習の際は、別紙「令和３年度 ４月２６日～５月１１日における各クラスの予定」

に基づき、定められた授業の課題を行う。具体的な課題については、担当から別途連絡す

る。 

 ウ 学習した課題については、担当の指示に従い提出する。 



 (3) 各学年における教育活動について 

   ５月１１日（火）までに予定していた次の教育活動は、延期する。日程は再度調整し、決

定した段階で、お知らせする。 

月日（曜日） 対象学年 内容 

４月３０日（金） １学年、２学年 フィールドワーク 

４月３０日（金） ３学年 進路ガイダンス 

５月 ７日（金） ２学年 防災訓練 

 

 (4) 部活動について 

全ての部活動を中止とする。 

ただし、関東大会や全国大会につながる大会等に出場をする場合には、顧問を通して学校

に届け出ること。大会等参加と、それに伴う練習及び都県をまたがない練習試合や合同練習

等については、顧問の指示に従うこと。 

(5) 学校行事について 

４月２８日（水）５、６時限に予定していた生徒総会は、書面による開催とする。 

(6) 昼食や休憩時間における感染症予防策の徹底 

  ア 喫食の際、マスクは喫食直前に外し、喫食後は速やかにマスクを着用する。 

  イ 児童・生徒等が対面して喫食する形態を避け、会話はしない。 

  ウ 休憩時間は、大人数、大声、至近距離での会話はしない。 

 (7) 放課後における感染症予防策及び生活指導の徹底 

  ア 放課後は速やかに帰宅する。生徒のみの会食やカラオケはしない。 

イ 不要不急の外出は避ける。（自宅学習後に外出しない。） 

ウ 不要なアルバイトは控える。 

 

２ 生徒及び家庭等における感染症予防策の徹底 

(1) 生徒が留意すべき基本的な感染症予防策について 

  以下の内容について、学校や家庭において意識して取り組むこと。 

ア ３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用） 

イ 毎朝検温、健康観察（体調不良等の症状が見られる場合は無理せず休養） 

ウ 登校時の健康チェック 

（登校前に検温、校舎に入る前にサーモグラフィ等で再確認） 

エ 教室等における密集の回避（児童・生徒等同士の間隔を１ｍ以上確保） 

オ 30分に１回以上換気 

カ 教室等の消毒、アルコールを含んだ消毒液の設置（校内環境の管理） 

キ 授業終了後は速やかに帰宅する。 

(2) 家庭における感染症対策の依頼 

以下の内容について、家庭に持ち込まない行動を強くお願いいたします。 

  ア 不要不急の外出自粛。都県境を越える外出はしない。 

イ ３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用） 

ウ 毎朝検温、健康観察 



（家族に何らかの症状が見られる場合は児童・生徒等を無理せず休養） 

  〇十分な換気 

  〇手が触れる場所などの消毒 

 

３ その他 

(1) 新型コロナウイルスの感染状況等によっては、５月１２日以降の日程も当初の年間計画か

ら予定を変更することがあります。変更の際は、後日改めて御連絡します。 

(2) 感染症への不安ある場合や何か御不明な点がある場合は、担当まで御連絡ください。 

 

 

〔担当〕 

東京都立五日市高等学校 

全日制副校長   花 木  敦 

電話 ０４２－５９６－０１７６ 


